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北九州市告示第３１２号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項、第４６条第１項及

び第５３条第１項の規定により、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者及

び介護予防サービス事業者を指定したので、同法第７８条第１号、第８５条第

１号及び第１１５条の１０第１号の規定により、次のとおり告示する。 

  令和７年７月１０日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０７０

１０３１

６５ 

スマイルグラッ

チャ 

北九州市門司区

大里東二丁目１

０番４号 

グラッチャ株

式会社 

令和７年７

月１日 

４０７０

４０６４

３６ 

創造館ヘルパー

ステーション 

北九州市小倉北

区大畠一丁目７

番２５号 

ＮＰＯ法人列

島会 

令和７年７

月１日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０６６

６９１１

９９ 

訪問看護ステー

ションＭＯＲＥ

ＰＬＵＳ 

北九州市八幡東

区荒生田三丁目

５番１号ＷＡＶ

Ｅ高見６０４号 

合同会社ＭＯ 

ＲＥＰＬＵＳ 

令和７年７

月１日 

４０６７

６９０２

１６ 

スリーハート訪

問看護ステーシ

ョン 

北九州市八幡西

区鉄王二丁目２

２番５号 

株式会社Ｂｅ 

ｙｏｕｒｓｅ 

ｌｆ 

令和７年７

月１日 

４０６７

７９１４

４４ 

訪問看護ステー

ションＣｏｈａ

ｒｕ小倉 

北九州市小倉南

区城野四丁目７

番５号ロイヤル

マキシム１０１ 

株式会社レー

ヴ 

令和７年７

月１日 

３ 通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０７０

１０３１

７３ 

スマイルグラッ

チャ 

北九州市門司区

大里東二丁目１

０番４号 

グラッチャ株

式会社 

令和７年７

月１日 

４ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０７０

７０８５

６７ 

あしびきケアプ

ラン 

北九州市八幡西

区木屋瀬東一丁

目３番２３号 

有限会社あし

びき薬局 

令和７年７

月１日 
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北九州市告示第３１３号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第８２条第２項及

び第１１５条の５第２項の規定により、指定居宅サービス事業者、指定居宅介

護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者から廃止の届出があったので、

同法第７８条第２号、第８５条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定によ

り、次のとおり告示する。 

  令和７年７月１０日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

１０２９

４４ 

ニチイケアセン

ター吉志 

北九州市門司区

吉志三丁目１番

１３号ホープ流

星２０１ 

株式会社ニチ

イ学館 

令和７年６

月３０日 

４０７０

４０２４

３５ 

もぉすと 在宅

介護サービスセ

ンター 

北九州市小倉北

区金鶏町３番３

２号 

有限会社モォ

スト 

令和７年６

月３０日 

４０７０

４０６３

０３ 

ヘルパ－ステー

ション なない

ろ 

北九州市小倉北

区大畠一丁目７

番２５号 

社会福祉法人

あきの会 

令和７年６

月３０日 

４０７０

５０２５

７２ 

ケアセンターふ

ぁみりぃ 

北九州市小倉北

区金鶏町３番２

８号 

株式会社リン

ク 

令和７年６

月３０日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０６６

６９０４

７２ 

訪問看護メンタ

ルサポート と

む・そーや八幡 

北九州市八幡西

区楠橋東一丁目

５番４８号 

株式会社ベリ

ーフィン 

令和７年６

月３０日 

４０６７

７９１３

８６ 

訪問看護ステー

ションＳｕｔｅ

ｔｏ 

北九州市小倉北

区江南町２番１

号 オールセイ

ンツ１１０７ 

株式会社ＴＥ

ＴＯＭＥ 

令和７年６

月３０日 

３ 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

４０５５

６０ 

訪問リハビリテ

ーション エバ

ーグリーン 

北九州市小倉北

区大畠二丁目６

番４８号 

医療法人社団

響会 

令和７年６

月３０日 

４ 通所介護 
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事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

４０４２

６６ 

デイサービスふ

ぁみりぃ 

北九州市小倉北

区金鶏町３番２

８号 

株式会社リン

ク 

令和７年６

月３０日 

５ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

５０５７

８１ 

ゆうひケアプラ

ンニング 

北九州市小倉南

区若園三丁目２

番４５号 

株式会社ａｌ 

ｍｅｎｅｃｔ 

令和７年６

月３０日 
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北九州市告示第３１４号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）第１１条の２第３項の規定により、令和７年４月１日

から令和８年３月３１日までの間の白野江植物公園及び白野江植物公園駐車施

設の利用料金の額を承認したので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置

及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北九州市規則第３３号）第４条の

４の規定により、次のとおり告示する。 

  令和７年７月１０日 

北九州市長 武 内 和 久 

施設の

種類等 
金額 備考 

白野江

植物公

園 

入

園

料 

区分 一般 小・中学校

の児童及び

生徒 

１  国 民 の 祝 日 及

び 緑 化 に 関 す る

行 事 を す る 日 で

、 市 長 が 特 に 必

要 が あ る と 認 め

て 規 則 で 定 め る

日 に つ い て は 、

無 料 で 入 園 さ せ

るものとする。 

２  購 入 の 日 か ら

１ 年 間 に わ た っ

て ４ 回 以 上 入 園

す る こ と が で き

る 入 園 券 を 利 用

す る 場 合 の 利 用

料 金 の 額 は 、 一

般 に あ っ て は １

， ０ ０ ０ 円 、 小

・ 中 学 校 の 児 童

及 び 生 徒 に あ っ

て は ５ ０ ０ 円 と

する。 

個人 １

人

１

回 

３００円 １５０円 

団体（

２５人

以上） 

２４０円 １２０円 

白野江 大型自動車 １台１回 １,０００円 大型自動車、中型自 
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植物公

園駐車

施設  

中型自動車 （１日以

内） 

 動車及び普通自動車

の区分は、道路交通

法の一部を改正する

法律（平成２７年法

律第４０号）による

改正前の道路交通法

第３条に規定すると

ころによる。 

普通自動車 ３００円 
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北九州市告示第３１５号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）第１１条の２第３項の規定により、令和７年４月１日

から令和８年３月３１日までの間の到津の森公園及び到津の森公園駐車施設の

利用料金の額を承認したので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び

管理に関する条例施行規則（昭和４７年北九州市規則第３３号）第４条の４の

規定により、次のとおり告示する。 

  令和７年７月１０日 

北九州市長 武 内 和 久   

施設

の種

類等 

金額 備考 

到津

の森

公園 

入

園

料 

区分 一般 中学校及び高

等学校の生徒 

小学校の

児童以下

の者（４

歳未満の

者を除く

。） 

購入の日か

ら３月間に

わたって２

回以上入園

することが

できる入園

券を利用す

る場合の一

般の入園料

の額は、１

，５００円

とする。 

個人 １

人

１

回 

８００円 ４００円 １００円 

団体（２

５人以上

） 

６００円 ３００円 ５０円 

到津

の森

公園

駐車

施設 

大型自動車 

中型自動車 

１台１回（ 

１日以内） 

１,０００円 大型自動車

、中型自動

車及び普通

自動車の区

分は、道路

交通法の一

部を改正す

る法律（平

成２７年法 

普通自動車 ６００円 
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    律第４０号

）による改

正前の道路

交通法第３

条に規定す

るところに

よる。 
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北九州市告示第３１６号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）第１１条の２第３項の規定により、令和７年４月１日

から令和８年３月３１日までの間の山田緑地、森の家及び山田緑地駐車施設の

利用料金の額を承認したので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び

管理に関する条例施行規則（昭和４７年北九州市規則第３３号）第４条の４の

規定により、次のとおり告示する。 

  令和７年７月１０日 

北九州市長 武 内 和 久 

施

設

の

種

類

等 

金額 備考 

山

田

緑

地 

入

園

料 

無料  

森

の

家 

各

室

利

用

料 

区

分 

９時～１２時 １２時～１７時 １ 多目的

ホール、

大会議室

、小会議

室又は講

習室の利

用者が入

場料等を

徴収する

場合の額

は、入場

料等の総

収入額に

１００分 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

多

目

的

ホ

ー

ル 

６,９００円 ７,９５０円 ９,９００円 １１,８５０円 

大

会

議 

１,６５０円 ２,５５０円 ２,４００円 ３,９００円 
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  室     の６を乗

じて得た

額（当該

額が規定

の額の１

５割に相

当する額

に満たな

いときは

、当該規

定の額の

１５割に

相当する

額）とす

る。 

２ 多目的

ホールの

利用面積

が２分の

１以下の

場合の額

は、既定

の額の５

割に相当

する額と

する。 

小

会

議

室 

９００円 １,６５０円 １,５００円 ２,４００円 

講

習

室 

２,４００円 ４,０００円 ３,７００円 ６,０００円 

映

像

室  

１,６５０円 ２,５５０円 ２,４００円 ３,９００円 

 冷

暖

房

設

備

利

用 

施設名 ３０分又はその端数ごとに  

多目的ホール １,２２０円 

大会議室 ４２０円 

小会議室 ３５０円 

講習室 ５６０円 
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 料 映像室 ４２０円  

山

田

緑

地

駐

車

施

設 

大型自動車 

中型自動車 

１台１回（１日

以内） 

１,０００円 大型自動車

、中型自動

車及び普通

自動車の区

分は、道路

交通法の一

部を改正す

る法律（平

成２７年法

律第４０号

）による改

正前の道路

交通法第３

条に規定す

るところに

よる。 

普通自動車  ３００円 
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北九州市告示第３１７号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）第１１条の２第３項の規定により、令和７年４月１日

から令和８年３月３１日までの間の志井ファミリープールの利用料金の額を承

認したので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

施行規則（昭和４７年北九州市規則第３３号）第４条の４の規定により、次の

とおり告示する。 

  令和７年７月１０日 

北九州市長 武 内 和 久 

施

設

の

種

類

等 

金額 備考 

志

井

フ

ァ

ミ

リ

ー

プ

ー

ル 

入

場

料 

区分 一般 小・中学

校の児童

及び生徒 

幼児 波のプール

を１回、川

下りプール

を３回以上

利用するこ

とができる

入場券を利

用する場合

の利用料金

の額は、一

般にあって

は１，００

０円、小・

中学校の児

童及び生徒

にあっては

６００円と

する。 

個人 １

人

１

回 

４００円 ２００円 ５０円 

団体（２５

人以上） 

３２０円 １６０円 ４０円 

施

設

利

用

料 

波

の

プ

ー

ル 

区分 一般 小・中学

校の児童

及び生徒 

幼児 

個人 １

人

１

回 

３００円 １５０円 ５０円 

団体（

２５人

以上） 

２４０円 １２０円 ４０円 

川下りプール １人１回 １００円 
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 そ

の

他

利

用

料 

コインロッカー １回 １００円  
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北九州市告示第３１８号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）第１１条の２第３項の規定により、令和７年４月１日

から令和８年３月３１日までの間の響灘緑地広場、ひびき動物ワールド、ポニ

ー広場、熱帯生態園、都市緑化センター、響灘緑地野外ステージ、サイクリン

グターミナル及び響灘緑地駐車施設の利用料金の額を承認したので、北九州市

都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年

北九州市規則第３３号）第４条の４の規定により、次のとおり告示する。 

  令和７年７月１０日 

北九州市長 武 内 和 久 

施

設

の

種

類

等 

 

金額 備考 

響

灘

緑

地

広

場 

入

園

料 

区分 一般 小・中学校の児

童及び生徒 

国民の祝日

及び緑化に

関する行事

をする日で

、市長が特

に必要があ

ると認めて

規則で定め

る日につい

ては、無料

で入園させ

るものとす

る。 

１人１回 １５０円 ７０円 

ひ

び

入

場

区分 一般 小・中学校の児

童及び生徒 
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き

動

物

ワ

ー

ル

ド 

料 １人１回 ３００円 １５０円 

回数券

（４枚

つづり

） 

1 人

１回 

１，０００円 ５００円 

ポ

ニ

ー

広

場 

乗

馬

料 

個人 １人１回 ３５０円 小・中学校

の児童及び

生徒が、係

員の指導の

下に乗馬す

るときに限

る。 

団体（２５人以

上） 

３００円 

    

１頭につき３０分又はその端数

ごとに 

３，０００円  

馬

車

利

用

料 

区分 一般 中学校の生徒以

下の者 

 

１人１回 ３００円 １５０円 

熱

帯

生

態

園 

区分 一般 小・中学校の児

童及び生徒 

 

１人１回 ３５０円 ２００円 

回数券（４枚

つづり） 

１人

１回 

１,０００円 ５００円 

都

市

緑

化

各

室

利

用

区分 ９時～１２時 １２時～１７時 イベントホ

ールの利用

者が入場料

等を徴収す

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 
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セ

ン

タ

ー 

料 イベ

ント

ホー

ル 

３,７５０円 ４,３５０円 ５,４００円 ６,４５０円 る場合の額

は、入場料

等の総収入

額に１００

分の６を乗

じて得た額

（当該額が

規定の額の

１５割に相

当する額に

満たないと

きは、当該

規定の額の

１５割に相

当する額）

とする。 

講習

室 

２,４００円 ２,８５０円 ３,６００円 ４,３５０円 

会議

室 

１,５００円 １,８００円 ２,２５０円 ２,７００円 

       

 冷

暖

房

設

備

利

用

料 

施設名 ３０分又はその端数ごとに  

イベントホール ４２０円 

講習室 １４０円 

会議室 ４０円 

響

灘

緑

地

野

外

ス

テ

ー

１時間又はその端数ごとに １,５００円 利用者が入

場料等を徴

収する場合

の額は、入

場料等の総

収入額に１

００分の６

を乗じて得

た額（当該

16



 

 

ジ 額が規定の

額の１５割

に相当する

額に満たな

いときは、

当該規定の

額の１５割

に相当する

額）とする

。 

サ

イ

ク

リ

ン

グ

タ

ー

ミ

ナ

ル 

自

転

車

利

用

料 

区分 一般 中学校の

生徒 

小学校の

児童以下

の者 

 

   

基

本

利

用

料 

１台２時間

以内 

３００円 １９０円 １５０円  

超

過

利

用

料 

１台２時間

を超える３

０分又はそ

の端数ごと

に 

７０円  

そ

の

他

利

用

料 

コインロッカー １回 １００円  

響

灘

大型自動車 

中型自動車 

１台１回（１日以

内） 

１,０００円 大型自動車

、中型自動
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緑

地

駐

車

施

設 

普通自動車  ３００円 車及び普通

自動車の区

分は、道路

交通法の一

部を改正す

る法律（平

成２７年法

律第４０号

）による改

正前の道路

交通法第３

条に規定す

るところに

よる。 
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北九州市告示第３１９号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）第１１条の２第３項の規定により、令和７年４月１日

から令和８年３月３１日までの間の旧安川邸及び夜宮公園駐車施設の利用料金

の額を承認したので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関

する条例施行規則（昭和４７年北九州市規則第３３号）第４条の４の規定によ

り、次のとおり告示する。 

  令和７年７月１０日 

北九州市長 武 内 和 久  

施

設

の

種

類

等 

金額 備考 

旧

安

川

邸 

入

場

料 

区分 一般 小学校の児童及

び中学校の生徒 

 

個人 １人

１回 

２６０円 １３０円

団体（

２５人

以上） 

２００円 １００円

夜

宮

公

園

駐

車

施

設 

大型自動車 

中型自動車 

１台１回

（１日以

内） 

１，０００円大型自動車及び

中型自動車の区

分は、道路交通

法の一部を改正

する法律（平成

２７年法律第４

０号）による改

正前の道路交通

法（以下「改正
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前の道路交通法

」という。）第

３条に規定する

ところによる。 

普通自動車 １台につき

３０分又は

その端数ご

とに 

１００円。ただし、１日

に連続して３時間を超え

て駐車したときは、１日

当たり６００円 

１ 普通自動車

とは、改正前

の道路交通法

第３条に規定

する普通自動

車をいう。 

２ 駐車時間が

２０分以内の

ときは、無料

とする。 
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北九州市告示第３２０号 

 北九州市平尾台自然の郷条例（平成１５年北九州市条例第１９号）第８条第

３項の規定により、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間の北九

州市平尾台自然の郷の入場料、野外ステージ、キャンプ施設及び駐車場の利用

料金の額を承認したので、北九州市平尾台自然の郷条例施行規則（平成１５年

北九州市規則第４８号）第６条の規定により、次のとおり告示する。 

  令和７年７月１０日 

北九州市長 武 内 和 久 

施設 金額 備考 

入場料 無料  

野外ステージ １時間又はその端数ご

とに 

１,５００円 利用者が入場料、

会費その他これら

に類するもの（以

下「入場料等」と

いう。）を徴収す

る場合の額は、入

場料等の総収入額

に１００分の６を

乗じて得た額（当

該額が規定の額の

１５割に相当する

額に満たないとき

は、当該規定の額

の１５割に相当す

る額）とする。 

キ

ャ

ン

プ

施

設 

テ

ン

ト

区

画 

区画

内に

駐車

する

こと

がで

きる 

１０時から

翌日の１０

時まで 

１区画１

回 

４,５００円 １０時から１７時

までの区分により

テント区画を利用

した場合で、１７

時を超えて翌日の

１０時までの間の

引き続く利用に係 

１０時から

１７時まで 

３,０００円 
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  もの    る額は、区画内に

駐車することがで

きるものを利用す

る場合にあっては

１，５００円、区

画内に駐車するこ

とができないもの

を利用する場合に

あっては１，０５

０円とする。 

区画

内に

駐車

する

こと

がで

きな

いも

の 

１０時から

翌日の１０

時まで 

３,０００円 

１０時から

１７時まで 

 １,９５０円 

シャワー １回 １００円  

駐車場 大型自動車

中型自動車 

１台１回

（１日以

内） 

１,０００円 １ 大型自動車、

中型自動車及び

普通自動車の区

分は、道路交通

法の一部を改正

する法律（平成

２７年法律第４

０号）による改

正前の道路交通

法（昭和３５年

法律第１０５号

）第３条に規定

するところによ

る。 

２ テント区画（

区画内に駐車す

ることができな

いものに限る。

）を利用する場

合は、１区画に

つき大型自動車 

普通自動車 ３００円 
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    、中型自動車又

は普通自動車１

台については、

無料とする。 
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北九州市公告第４９６号 

 市有財産を一般競争入札により貸し付けるので、北九州市契約規則（昭和３

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定

により次のとおり公告する。 

  令和７年７月１０日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 貸し付ける物件 

 （１） 所在地 若松区浜町一丁目１３番６ 

 （２） 公簿地目 宅地 

 （３） 実測面積 ７４０．９０平方メートル 

 （４） 最低貸付料（年額）６０９，０００円 

２ 貸付契約の内容 

  北九州市公有財産管理規則（昭和３９年北九州市規則第６１号）による土 

 地貸付を行う。 

３ 貸付期間 

  令和７年１１月１日から令和３７年１０月３０日まで 

４ 貸付期間の更新 

  貸付期間の更新はできない。 

５ 契約条項を示す場所及び期間 

 （１） 場所 

   北九州市若松区浜町一丁目１番１号 

   若松区役所総務企画課 

 （２） 期間 

   この公告の日（以下「公告日」という。）から令和７年８月２１日まで 

  （日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８ 
  号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前 
  ９時から午後５時まで 
６ 入札条件を示す場所及び期間 

（１） 場所 

   北九州市若松区浜町一丁目１番１号 

   若松区役所総務企画課 

 （２） 期間 

   この公告の日から令和７年８月２１日まで（「日曜日等」を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 
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７ 現地見学会 
  実施しない。 
８ 入札参加申込みを受け付ける場所及び期間 

（１） 場所 
   北九州市若松区浜町一丁目１番１号 
   若松区役所総務企画課 
 （２） 期間 
   令和７年７月２４日及び同月２５日のそれぞれ午前９時から午後５時ま 

 で 
   来庁日時については、あらかじめ若松区役所総務企画課に電話連絡し、 

調整すること。 
９ 入札及び開札の日時及び場所 
 （１） 入札日時 令和７年８月２２日 午前１０時００分 
 （２） 開札日時 入札締切り直後に行う。 
 （３） 入札及び開札の場所 
   北九州市若松区浜町一丁目１番１号 
   若松区役所３階３１１会議室 
１０ 入札保証金 
 （１） 貸付料（年額）の６月分以上 
 （２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、北九州市に帰属 
  する。 
１１ 入札に参加するための要件 
 （１） あらかじめ入札参加申込みを行い、入札参加者としての資格を有す 

るか否かについて審査を受けなければならない。 
 （２） 入札参加申込みは、所定の様式に下記の資料を添付し、持参するこ 
  とにより行わなければならない。 
  ア 法人の場合 
  （ア） 役員一覧 
  （イ） 会社等の定款 
  （ウ） 会社等の概要 
  （エ） 決算報告書（過去３年分） 
  （オ） 登記事項証明書（履歴事項全部証明書で発行後３月以内のものに 
   限る。） 
  （カ） 印鑑証明書（発行後３月以内のものに限る。） 
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  （キ） 法人税及び消費税（地方消費税を含む。）の納税証明書（発行後 
３月以内のものに限る。）並びに法人市町村民税、固定資産税及び都市 
計画税の納税証明書（過去３年分） 

  （ク） 事業に関する書類（土地利用提案書、運営に関する提案書、事業 
実績に関する調書） 

  イ 個人の場合 
  （ア） 印鑑証明書（発行後３月以内のものに限る。） 
  （イ） 住民票の写し（発行後３月以内のものに限る。） 
  （ウ） 市町村民税の納税証明書（発行後３月以内のものに限る。）並び 

に固定資産税及び都市計画税の納税証明書（過去３年分） 
  （エ） 事業に関する書類（土地利用提案書、運営に関する提案書、事業 

実績に関する調書） 
１２ 入札に参加できる者の資格 
 （１） 土地利用に関する事業の実施に必要な知識や、技術的能力等を有し 
  、指定期日までに貸付料の支払いが可能であること。また、土地利用に関 

する事業を、確実かつ速やかに実施できること。 
 （２） 次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。 
   ア 北九州市が行う市有地売払又は貸付に関し、下記の事実があった後 
    ２年を経過していない者 
    （ア）  入札を取消されたことがある者 
    （イ） 落札者として資格を取消されたことがある者 
    （ウ） 先着順売払いの申込を取消されたことがある者 
    （エ） 正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者 
   イ 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得 

ない者 
   ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 
    ７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団のほか 
    次に掲げる者 
    （ア） 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供 
     しようとする者 
    （イ） 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい 
     う。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者 
    （ウ） 次のいずれかに該当する者 
     ａ  法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実 

      質的に関与している者 
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     ｂ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者 

      に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者 

     ｃ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与 

する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与 

している者 

     ｄ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい 

      る者 

     ｅ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用 
      している者 
    （エ） 前期（ア）から（ウ）までに掲げる者の依頼を受けて入札に 
     参加しようとする者 
   エ 法人税又は消費税（地方消費税を含む。）の滞納がある者 
   オ 過去３年間に（法人）市町村民税、固定資産税及び都市計画税の滞 
    納がある者 
   カ その他契約規則第２条に該当し参加することができない者 
１３ 入札の無効 
  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
１４ 入札の中止 
  特別の事情がある場合は、入札を中止し、又は延期することがある。この 
 場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けても、北九 

州市は補償の責めを負わない。 
１５ 入札に係る問合せ先 
  北九州市若松区浜町一丁目１番１号 
  若松区役所総務企画課 
  電話 ０９３－７６１－４０４５ 
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北九州市公告第４９８号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和７年７月１０日 

                                  北九州市長  武 内 和 久   

１  調達内容 

 （１） 購入品目及び予定数量 

      白灯油（９月分） １８キロリットル 

 （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

 （３） 履行期間 令和７年９月１日から同月３０日まで 

 （４） 納入場所   

  ア 北九州市門司区新門司三丁目７９番地 新門司工場 

  イ 北九州市八幡西区夕原町２番１号 皇后崎工場  

 （５） 今後購入が予定される数量及び入札公告予定時期 

   いずれも入札期日の前日から起算して４０日前までに公告する。 

  ア ２１キロリットル 令和７年８月頃 

  イ ３８キロリットル 令和７年９月頃 

  ウ ２９キロリットル 令和７年１０月頃 

  エ １９キロリットル 令和７年１１月頃 

  オ ２５キロリットル 令和７年１２月頃 

  カ ３５キロリットル 令和８年１月頃 

 （６） 入札方法  １キロリットル当たりの価格により行う。入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１ 

００分の１０に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とする。 

 （７） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ 

ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 

 （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く 
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  。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。） 

  の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに 

 より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

 （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの 

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注 

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

 （３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載 

 されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３ 

 －５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和７年 

 ８月１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）に

競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

５  入札手続等    

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

  イ  日時  この公告の日から令和７年８月２１日まで（日曜日等を除く。

）の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月２２日の午前９時か

ら午前１０時まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 
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北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードする方法に 

より交付する。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無 

償で交付する。 

   北九州市技術監理局契約部のホームページ 

   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

 （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    この公告の日から令和７年７月３１日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午後７時まで及び同年８月１日の午前９時から午後４時

３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

          この公告の日から令和７年８月１日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３０

分まで 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

 （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承

諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

        令和７年８月１２日から同月２１日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前９時から午後７時まで及び同月２２日午前９時から午前１

０時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 
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        第１号アの場所に令和７年８月２１日午後５時までに必着のこと。   

 （６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  令和７年８月２２日午前１０時１０分 

６  その他   

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

 。ただし、契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免 

除する。 

  イ  契約保証金  契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

 （５） 契約書作成の要否  要 

 （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

７ Summary  

（ 1 ）   Product and Quantity  
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Purchase of White Kerosene  

Forecasted Quantity : 18KL  

 （２）   Deadline for the submission of tender        

For tenders via the electronic bidding system :   

10:00a.m., August 22,2025                    

For tenders submitted by mail :     

5:00p.m., August 21,2025              

 （３） For further information, please contact: Contracts Division,    

  Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu  

  1-1 Jonai,Kokurakita-ku, Kitakyushu-city,803-8501 Japan TEL093-582-2017  
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北九州市公告第４９９号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和７年７月１０日 

                                  北九州市長 武 内 和 久   

１  調達内容 

 （１） 購入品目及び予定数量 

      軽油（軽油引取税免税・９月分） ３万１，９００リットル 

 （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

 （３） 履行期間 令和７年９月１日から同月３０日まで 

 （４） 納入場所  北九州市小倉北区浅野二丁目地先（小倉桟橋）こくら丸 

又は代船 

 （５） 今後購入が予定される数量及び入札公告予定時期 

   いずれも入札期日の前日から起算して４０日前までに公告する。 

  ア ３万２，６００リットル 令和７年８月頃 

イ ２万９，２００リットル 令和７年９月頃 

ウ ２万８，６００リットル 令和７年１０月頃 

エ ２万９，１００リットル 令和７年１１月頃 

オ ２万９，８００リットル 令和７年１２月頃 

カ ３万５００リットル 令和８年１月頃 

 （６） 入札方法  １リットル当たりの価格により行う。入札者は、消費税 

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 

見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ 

と。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１ 

００分の１０に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とする。 

 （７） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ 

ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 

 （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く 

  。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。） 
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  の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに 

 より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

 （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの 

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注 

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

 （３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載 

 されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３ 

 －５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和７年 

 ８月１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）に

競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

５  入札手続等    

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

  イ  日時  この公告の日から令和７年８月２１日まで（日曜日等を除く。

）の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月２２日の午前９時か

ら午前１０時まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 

北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードする方法に 
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より交付する。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無 

償で交付する。 

   北九州市技術監理局契約部のホームページ  

   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

 （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    この公告の日から令和７年７月３１日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午後７時まで及び同年８月１日の午前９時から午後４時

３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

          この公告の日から令和７年８月１日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３０

分まで 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

 （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承

諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

        令和７年８月１２日から同月２１日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前９時から午後７時まで及び同月２２日午前９時から午前１

０時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に令和７年８月２１日午後５時までに必着のこと。   

35

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html


 （６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  令和７年８月２２日午前１０時１０分 

６  その他   

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

 。ただし、契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免 

除する。 

  イ  契約保証金  契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

 （５） 契約書作成の要否  要 

 （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

７ Summary  

（ 1 ）   Product and Quantity        

Purchase of Gas oil  
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Forecasted Quantity : 31,900L     

 （２）   Deadline for the submission of tender  

For tenders via the electronic bidding system :   

10:00a.m., August 22,2025                  

For tenders submitted by mail :            

5:00p.m., August 21,2025                   

 （３） For further information, please contact: Contracts Division,    

  Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu  

  1-1 Jonai,Kokurakita-ku, Kitakyushu-city,803-8501 Japan TEL093-582-2017    
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北九州市交通局公告第２４号 
令和７年度北九州市職員採用試験【旅客自動車運転者（養成枠）】を実施す

るため、職員採用試験規則（昭和３８年北九州市人事委員会規則第４号）第８

条の規定に基づき次のとおり公告する。 
令和７年７月１０日 

                   北九州市交通局長 白 石 基   
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                             令和７年７月１０日 

北 九 州 市 交 通 局  

 

令和７年度北九州市職員採用試験案内 

【旅客自動車運転者（養成枠）】 
 

 

本試験（旅客自動車運転者（養成枠））の特徴 

○ 大型自動車第二種免許を を対象とした試験です。 

○ 当該免許 は します。 

※ 第２次試験の合格者を会計年度任用職員（非常勤）として採用し、局が指定する

自動車教習所で大型二種免許を取得していただきます。 

※ 大型二種免許を取得後に第３次試験（実技試験）を行い、合格した方を正規職員

として採用します。 

○ 教養試験は、 が な「ＳＰＩ３（基礎能力検査）」です。 

 

受付期間 令和７年７月１０日(木) 10 時 00 分 ～ ９月４日(木) 13 時 00 分（受信有効） 

受  験 

申込手続 
電子申請 

第 １ 次 

試 験 日 
令和７年９月２８日（日） 

第 １ 次 

試 験 地 
北九州市立大学 北方キャンパス（北九州市小倉南区北方四丁目２番１号） 

１ 募集職種・採用予定人数・採用予定日 

 

職  種 旅客自動車運転者（正規職員） 

採用予定 

人  数 
２名程度 

採  用 

予 定 日 

令和８年１０月１日 
※会計年度任用職員としての採用は令和８年４月１日を予定しています。 

 

 

 

 お持ちでない方

 取得に係る費用 交通局が負担

 

 

 公務員試験対策 不要

 

 

39



 

 

２ 受験資格 

 

資格要件 

令和８年４月１日時点で大型二種免許の受験資格（※１又は※２）がある人 
 
※１ 満 21 歳以上で普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許又は大型特殊

免許のいずれかを取得しており、その運転経歴が通算して３年以上 

※２ 満 19 歳以上で普通免許又は準中型免許を取得しており、その運転経歴が

通算して１年以上で、かつ、受験資格特例教習を修了 

年齢要件 平成８年４月２日以降に生まれた人 

身体要件 

次のいずれの条件も満たす人 

① 両眼視力が 0.8 以上かつ各眼視力が 0.5 以上（矯正可）であること 

② 色覚、聴力が職務遂行に支障のない状態であること 

（注１）受験資格にかかわらず、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

イ 北九州市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（注２）受験資格がないことが判明した場合は、合格を取り消します。また、申込書記載事項が

正しくないことが判明した場合は、合格を取り消すことがあります。 

３ 試験内容及び日程等 

 

（１）第１次試験（筆記） 【場所：北九州市立大学（北方キャンパス）】 
 

試験内容 日 時 合格発表 

■教養試験（ＳＰＩ３）  
＜１時間１０分＞  

・ペーパーテスト方式 

・基礎能力検査（言語能力及

び非言語能力の測定） 

令和７年９月２８日（日） 

９時００分～１０時３０分 
令和７年１０月１０日（金） 

   

（２）第１次試験（面接） 【場所：北九州市内 ※１】 
 

  ［第１次試験（筆記）合格者のみを対象に実施］ 
 

試験内容 日 時 合格発表 ※２ 

■口述試験（個別面接） 
令和７年１０月１８日（土） 

局が指定した時間 
令和７年１０月 23 日（木） 

   ※１ 第１次試験（口述）の場所は、第１次試験（筆記）合格者発表の際に公表します。 

   ※２ 第１次試験の合否は、筆記試験と口述試験の総合成績により決定します。 
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（３）第２次試験 【場所：北九州市交通局（若松営業所）】 
 

試験内容 ※１ 日 時 合格発表 ※２ 

■個別面接（個別面接） 

■身体検査（書類選考） 

令和７年１１月１６日（日） 

９時００分～順次 
令和７年１１月２５日（火） 

※１ 身体検査書類、運転免許証（写）及び運転記録証明書を１１月１２日（水）までに提出して

ください。詳細は、第１次試験合格発表の際にお知らせします。 

※２ 第２次試験合格者は、第１次試験と第２次試験の総合成績により決定します。なお、暴

力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員）は第２次試験合格者として決定されません。なお、第２次試験合格者決定にあた

って、必要な官公庁へ照会を行います。 

 

令和８年４月１日（水） 

・第２次試験合格者を会計年度任用職員として採用 
 
 
   ≪交通局が指定する自動車教習所に通所し、大型二種免許を取得≫ 

※ 教習費用は交通局が負担 
 
 
 
（４）第３次試験 【場所：局が指定した場所】 

 

試験内容 日 時 ※１ 最終合格発表 

■実技試験（運転実技） 局が指定した日時 試験日から１週間以内 

   ※１ 大型二種免許を取得した日以降の日で局が指定します。 

 

 

令和８年１０月１日（木） 

・第３次試験（最終）合格者を正規職員として採用 

 

４ 合格発表の方法等 

 上記３の各試験段階における合格発表は、すべて北九州市ホームページ内の交通局

専用応募サイトに掲載しますので、合否結果は必ず同ホームページでご確認ください。

電話やメール等での問合せには一切お答えできません。 

 

【交通局専用応募サイト】 

北九州市 HP  「市政情報」 ＞ 「職員採用情報」 ＞ 「運輸職員（市バス運転士・整備士）」 

（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/shisei/menu05_00596.html） 

 

 

 

  
41

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/shisei/menu05_00596.html


５ 受験手続 

 インターネットによる電子申請でお申込みください。 

受 付 期 間 

７月１０日（木）１０時００分～９月４日（木）１３時００分（受信有効） 
○ 申込は、受付期間中に正常に到達したもののみ有効とします。 

○ 申込（送信）後、１時間経過しても申込到達メールが届かない場合は、速

やかに７ページ記載のお問合せ先まで連絡してください。なお、連絡は９

月４日（木）１５時００分までにお願いします。 

申 込 方 法 

○ 電子申請には、①インターネットに接続可能なパソコン、タブレット

端末、スマートフォンのいずれか、②受信可能な電子メールアドレス、

③受験票、写真票及び履歴書を印刷するためのプリンタ（お持ちでな

い場合は、コンビニエンスストア等のプリントサービスをご利用くだ

さい。）が必要です。 

○ ３ページ記載の【交通局専用応募サイト】にアクセスし、手続や注意

事項をよく確認してください。 

○ 申込は１人１回のみです。申込内容を修正する場合は、必ず申込の取

下げを行った上で、再度お申込みください。取下げが確認できない場

合、最後に受信した申込内容で受付処理を行います。 

○ 申込は審査終了メールの受信をもって完了となります。 

申込後、申込内容に問題がなければ、申込から２～３日程度（土日祝

日を除く）で審査終了メールが届きます。 

上記期間を経過しても、審査終了メールが届かない場合は、７ページ

記載のお問合せ先まで連絡してください。 

電子申請の 

注 意 事 項 

○ 北九州市電子申請システムを初めて利用される人は、電子申請用アカ

ウント登録又はメールアドレス認証を行う必要があります。時間に余

裕を持ってお申込みください。 

○ 申込到達メールが、迷惑メールに振り分けられることがあります。申

込到達メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認してくだ

さい。メールアドレスやドメインの指定受信をしている人は、

「noreply@mail.graffer.jp」を拒否しないよう設定してください。 

受験番号の確認 

受験票・写真票 

履歴書の作成 

９月１２日（金）９時００分に掲載する次の事項を交通局専用応募サイ

トで確認してください。 
 
(1) 受験番号確認表 

申込時に届くメールのリンク先の申請番号（１９桁）と照らし合わ

せ、自分の受験番号を確認してください。誤った受験番号で受験

すると失格となる可能性がありますのでご注意ください。 

 (2) 受験票及び写真票の作成 

「受験票及び写真票（様式）」をダウンロードして印刷し、必要事

項を記入の上、写真（縦４㎝×横３㎝）を貼り、第１次筆記試験

当日（９月２８日（日））に必ず持参してください。（写真が貼られてい

ない場合、受験できません。） 

 (3) 履歴書の作成 

「履歴書（様式）」をダウンロードして印刷し、必要事項を記入の

上、写真を貼り、第１次筆記試験当日に必ず持参してください。（片

面・Ａ３サイズ） 
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≪電子申請の流れ≫

①電子申請用アカウント登録等

　②申込フォーム入力及び送信 ③申込到達

１時間以内 　　　　1時間以内

⑤申込到達メール確認 ④申込到達メール送信

   メールのリンク先の申請番号を確認して
　 ください。⑨受験番号確認で使用します。

２～３日程度（土日祝日除く）

⑦審査終了メール確認 ⑥審査終了メール送信

９月１２日（金）９時００分 ９月１２日（金）９時００分

⑨受験番号確認 ⑧受験番号確認表　掲載

　・印刷
　　受験票、写真票はＡ４サイズ
　　履歴書はＡ３サイズ
　・受験番号等記入、写真貼付
　・第１次筆記試験当日（９月２８日）に持参

　　　　　　　　　　　　　　　　　審査
　　　　　　　　　　　２～３日程度（土日祝日除く）

北九州市電子申請サービス

交通局専用応募サイト（北九州市HP内）

⑩受験票・写真票及び履歴書様式掲載

申込者

７月１０日（木）１０時００分～９月４日（木）１３時００分

⑪受験票・写真票及び履歴書作成

６ 申込フォーム入力上の注意点 

○ 入力事項に虚偽又は不正があった場合、北九州市職員として採用される資格を失うことが

あります。 

○ 電話番号は、必ず連絡の取れるものを入力してください。 

（申込内容等の確認のため、こちらから連絡用に使用します。連絡が取れずに確認ができ 

なかった場合、受付を行わない場合がありますので、ご注意ください。） 

○ 申込フォームの入力事項が正しくないことが判明した場合は、合格を取り消す場合があり

ます。 

○ 氏名及び生年月日は、戸籍記載のとおり正確に入力してください。 

○ その他の注意点は、電子申請の申込フォームの各欄に記載しています。 
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７ 会計年度任用職員としての採用後の取扱いについて 

第２次試験に合格した方については、令和８年４月１日付けで会計年度任用職員と

して採用します。 

 

（１）任用期間 

令和８年４月１日～令和８年９月３０日（予定） 
 

（２）勤務時間 

      ８時３０分から１７時００分まで（うち休憩：１時間） 
 

（３）休日及び休暇 

    休日：土、日、祝日 

    休暇：年次有給休暇（１０日）、夏季休暇、病気休暇、子育て支援休暇など 
 

（４）給与等 

月額：約 １７６，０００ 円 ～ 約 １８２，０００ 円 

    ※ 各人の職歴等により個別に決定します。 

※ 給与改定等により変更となる場合があります。 

    ※ その他、期末勤勉手当や通勤手当等が支給されます。 
 

（５）職務内容等 

・ 採用後は、各種研修や事務補助等業務を行いながら、局が指定する自動車  

教習所に通所し、大型二種免許を取得していただきます。その際の取得費用

については、交通局が負担します。（ただし、試験手数料、免許交付手数料

等は自己負担となります。） 

・ 大型二種免許取得後に実技試験（第３次試験）を実施し、合格した方につい

ては、令和８年１０月１日付（予定）で正規職員として採用します。 

 

 

８ 正規職員としての採用後の勤務条件等について 

 

（１）採用日 

令和８年１０月１日（予定） 
 

（２）勤務形態 

    原則５勤２休（平日勤務、土・日休み） 

※ 勤務時間は、週平均３８時間４５分です。なお、市営バスのダイヤ等に合わせた

勤務ローテーションとなりますので、早朝・深夜勤務があります。 

※ １日の拘束時間は平均 １１．５ 時間で、休憩・中休・待機時間が含まれます。 

（ダイヤ改正等により変更になることがあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

44



 

 

（３）休暇等 

    年次有給休暇（２０日）、夏季休暇、病気休暇、子育て支援休暇など 

 

（４）職務概要及び給与 

職 務 概 要 初任給（令和７年４月 1日現在）

乗合定期路線、貸切及び受託事業等の

バス運転業務並びに運行管理者の補助

業務等

約 ２１５，０００ 円～約 ２２６，０００ 円

※ 上記初任給（各人の経歴に応じて個別に決定します。）の他に、所定の通勤手当、

扶養手当、住居手当、期末・勤勉手当（令和６年度実績：年間 ４．６０ 月分）等が

支給されます。 

※ 上記初任給は、給与改定等により変更となる場合があります。 

 ≪キャリアアップの例≫

運
転
士

運
輸
主
任

係
　
長

課
　
長

年齢

概算
年収

 ※ 概算年収には、平均的な時間外勤務手当分（25H/月）を含みます。

能 力 や 勤 務 実 績 に 応 じ て 昇 任 し て い き ま す

職
務
段
階

昇任昇任

35歳 45歳

昇任

55歳

採用

25歳

890万円420万円 530万円 770万円

 

 

９ その他 

○ 第１次試験の会場に専用の駐車場はご用意しておりませんので、公共交通機関等でお越し

ください。近隣の商業施設等への駐車や路上駐車はおやめください。 

○ 第１次試験当日は、同じ会場において別の北九州市職員採用試験（一般事務等）が行われ

ます。会場内案内や受験番号をよくご確認の上、ご自身の受験教室へ入室してください。 

○ 受験に際し、ご不明な点があれば、下記記載のお問合せ先までご連絡ください。 

 

 

＜お問合せ先＞  

〒808-0017 北九州市若松区東小石町 3番 1号 

北九州市交通局総務経営課庶務係 

℡ (093) 771-8401 
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北九州市交通局公告第２５号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規

程（平成７年北九州市交通局管理規程第５号）第２条において準用する北九州

市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則

第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する北九州市契約規則（

昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項

の規定により次のとおり公告する。 

  令和７年７月１０日 

                             北九州市交通局長 白 石 基 

１ 調達内容 

  （１） 購入品目及び予定数量 

   軽油 １２万６，０００リットル 

  （２） 購入物品の特質等 仕様書で定めるとおり 

  （３） 履行期間 令和７年９月１日から同月３０日まで 

  （４） 納入場所 北九州市交通局若松営業所及び向田営業所 

（５） 今後購入が予想される数量及び入札公告予定時期 

  予定数量６０万４千リットル 令和７年８月頃 

（６） 入札方法 単位当たりの価格により行う。価格は軽油引取税を含む

ものとし、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった金額から軽油引取税を除いた金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。  

  （２） 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において

準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名

簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

    この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載
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されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和７年

８月８日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

    ア 場所 北九州市若松区東小石町３番１号 

       北九州市交通局総務経営課  

    イ 期間  この公告の日から令和７年８月２１日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時か

ら午後４時３０分まで並びに同月２２日の午前９時から午前１１時３０

分まで及び午後１時から午後２時まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  前号アの場所において無償で交

付する。 

（３） 入札説明会の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

          北九州市交通局４２会議室 

    イ  日時 令和７年８月１３日午後２時   

（４） 競争参加の申出書の提出  この公告に係る一般競争入札に参加を希

望する者は、令和７年８月８日までに競争参加の申出書を北九州市交通局

総務経営課に提出しなければならない。 

（５） 郵送による場合の入札書の受領期限  第１号アの場所に書留郵便に

より、令和７年８月２１日午後５時までに必着のこと。 

（６） 入札及び開札の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

              北九州市交通局４２会議室 

   イ 日時 令和７年８月２２日午後２時 

５ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア  言語 日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

    ア 入札保証金  入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、北九州市交通局契約規程（昭和３９年北九州市交通局管理規

程第５号。以下「契約規程」という。）において準用する契約規則第５
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条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第７項第１号又

は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

    ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

    ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

     北九州市交通局総務経営課 

     〒８０８－００１７ 北九州市若松区東小石町３番１号 

      電話 ０９３－７７１－８４０１ 

６ Summary 

（１） Product and Quantity  

   Gas Oil 

   Forecasted Quantity: 

   126,000ℓ   

（２） Deadline of Tender(by hand) 

   2:00p.m., August 22, 2025 

（３） Deadline of Tender(by mail) 

   5:00p.m., August 21, 2025 

（４） For further information, please contact: 

General Affairs and Management Division, Transportation Bureau, 

City of Kitakyushu, 

3-1 Higashikoishimachi, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-city 808-0017 

Japan TEL 093-771-8401 
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北九州市交通局公告第２６号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平

成７年北九州市交通局管理規程第５号）第２条において準用する北九州市物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８

号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

   令和７年７月１０日 

                             北九州市交通局長 白 石 基   

１ 物品等の名称及び予定数量 

  軽油 １３万２，０００リットル 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市交通局総務経営課 

    北九州市若松区東小石町３番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年６月２４日 

４ 落札者の名称及び住所 

    株式会社Ｍｉｓｕｍｉ福岡営業所 

北九州市小倉北区米町一丁目１番１号 

５ 落札金額 

    １リットル当たりの金額 １１２円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和７年５月９日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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